
 

 

体験型消費者教育事業の実施について 

 

 

  下記のとおり、小学生 100 名規模の体験型消費者教育事業を実施します。 

 

■名   称   体験型消費者教育事業「こどものまち BomBomTown」 

 

■目   的   未成年への消費者教育の重要性が高まっていることから、体験型

消費者教育事業を通じ、自らの消費行動や意思決定する力を育み、

消費者トラブルを生みにくい消費者市民社会形成の推進を図る。 

 

■日   程   令和５年８月 20 日（日）午後１時から午後４時半 

令和５年８月 21 日（月）午後１時から午後４時 

           

■会   場   にぎわいの里ののいち カミーノ（中央公民館） 

 

■主   催   野々市市消費生活センター 

 

■企画運営   一般社団法人はぐネット 

 

■後   援   野々市市教育委員会 

 

 

市消費生活センター（市民協働課内） 髙井  TEL：227-6054 

 

 

 

令和５年８月 18 日（金曜日） 
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